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（趣旨） 

第１条 この要綱は、大月町住宅耐震化促進事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、

大月町補助金等交付規則（昭和４３年大月町規則第６号。以下「規則」という。）の規定に基づき、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 「既存住宅」とは、昭和５６年５月３１日以前に建築された住宅（人の居住の用に供する建築

物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同

じ。）をいう。）をいい、戸建て、長屋及び共同住宅であって、併用住宅を含み、持ち家又は貸

家の別を問わない。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの 

イ 販売を目的とするもの 

(2) 「既存木造住宅」とは、既存住宅のうち、木造の住宅（在来工法（軸組構法及び伝統構法をい

う。）又は枠組壁工法）をいう。 

(3) 「既存非木造住宅」とは、既存住宅のうち、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と

木造との混構造の住宅をいう。 

(4) 「住宅耐震診断上部構造評点」とは、大月町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱（平成２３

年６月１日制定。以下「派遣事業実施要綱」という。）第２条に規定する住宅耐震診断による上

部構造評点をいう。 

(5) 「登録設計事務所」とは、高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱（平成１９年４月１

７日高知県制定。以下「県登録制度要綱」という。）に基づき登録された建築士事務所をいう。 

(6) 「登録工務店」とは、県登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。 

(7) 「耐震診断士」とは、派遣事業実施要綱第２条に規定する耐震診断士をいう。 



(8) 「構造設計一級建築士等」とは、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１０条の２の２第

４項に規定する構造設計一級建築士又は当該既存非木造住宅が鉄骨造の構造部分を有する住宅の

場合は鉄骨造耐震診断資格者講習、鉄筋コンクリート造の構造部分を有する住宅の場合は鉄筋コ

ンクリート造耐震診断資格者講習、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する住宅の場合は鉄

骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習を修了した者をいう。 

(9) 「耐震改修工事」とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修

工事（既存木造住宅については、登録工務店が施工するものに限る。）をいう。 

(10) 「耐震改修計画作成」とは、耐震改修工事を実施するための計画（以下「耐震改修計画」と

いう。）及び当該計画に係る積算見積書の作成（既存木造住宅については、登録設計事務所が行

うものに限る。）をいう。 

(11) 「認定ソフト」とは、一般財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラム評価制

度の評価を取得したコンピュータソフトをいう。 

(12) 「家具転倒防止器具取付登録事業者」とは、大月町家具等安全対策事業者登録制度要綱（令

和４年４月１日。）に基づき登録された事業者をいう。 

(13) 「木造住宅耐震化促進事業」とは、木造住宅耐震改修設計費、木造住宅改修費補助事業をい

う。 

(14) 「非木造住宅耐震化促進事業」とは、非木造住宅耐震診断費補助事業、非木造住宅耐震改修

設計費補助事業、非木造住宅耐震改修費補助事業をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のすべてを満たす

者とする。 

(1) 現に居住の用に供している、大月町内の既存住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と

親子関係にある者等町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。 

(2) 高知県税及び大月町税等を滞納していない者であること。 

（補助目的及び補助対象事業等） 

第４条 町は、南海トラフ地震に備え、町民の安全及び市街地の防災安全性を確保するため、木造住宅

耐震化促進事業、非木造住宅耐震化促進事業、コンクリートブロック塀安全対策事業、老朽住宅等

除却事業及び家具等安全対策支援事業について、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 前項に規定する補助対象事業（以下「補助事業」という。）の補助対象経費、補助要件、補助率及

び補助限度額は、木造住宅耐震化促進事業については別表第１に、非木造住宅耐震化促進事業につ



いては別表第２に、コンクリートブロック塀安全対策事業については別表第３に、老朽住宅等除却

事業については別表第４に、家具等安全対策支援事業については別表第５に定めるとおりとする。 

（事業の認定） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手

前に、当該補助対象事業について、事業の認定を受けなければならない。ただし、町長が特別の理

由があると認めたときは、この限りでない。 

２ 前項の認定を受けようとする補助対象者は、補助事業認定申請書（第１号様式）に関係書類を添え

て、町長に申請しなければならない。 

３ 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等（前条第１項の

補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に当該金額に地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額をいう。以下同

じ。）があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費

税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。 

４ 町長は、第２項の申請があったときは、その内容を審査し、これを認定したときは補助事業認定通

知書により、これを認定しないときは所定の補助事業認定申請却下通知書により、当該申請をした

補助対象者に通知するものとする。 

５ 町長は、前項の認定に際し、必要な条件を付することができる。 

（事業認定の取下げ） 

第６条 前条第１項の認定を受けた補助対象者（以下「補助事業者」という。）は、その内容又はこれ

に付された条件に不服があり、当該認定を受けた事業（以下「補助事業」という。）の認定申請を

取り下げようとするときは、当該事業認定の通知を受けた日から２週間以内に、その旨を所定の補

助事業認定申請取下届出書により町長に届け出るものとする。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助事業の事業認定はなかったも

のとみなす。 

（事業認定の取消し） 

第７条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助事業の事業認定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助事業の事業認定を受けたとき。 

(2) 暴力団の排除に関する規則（平成２３年規則第２８号。以下「規則」という。）第４条各号の



いずれかに該当することとなったとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、補助事業の事業認定の内容又はこれに付した条件その他この要綱

に基づく命令に違反したとき。 

２ 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、所定の補助事業認定取消通知書により補助事業者

に通知するものとする。 

（補助事業の変更承認等） 

第８条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業

変更等承認申請書（第２号様式）に必要な書類を添えて町長に申請し、その承認を得なければなら

ない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。 

(1) 耐震改修計画及び耐震改修工事の施工箇所及び施工方法の変更（既存木造住宅については、認

定ソフトの精密診断法により診断した耐震改修工事後の上部構造評点の最小の値が下がらないも

のに限る。） 

(2) 補助対象経費の３０パーセント未満の増減額。ただし、補助金額の増額を伴うものを除く。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は廃止の可否を決定し、所定

の補助事業変更等承認（否認）通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。 

（交付申請） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了し、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書

（第３号様式）に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。 

２ 第５条第３項ただし書の規定により認定申請をした補助事業者は、前項の申請に当たって当該補助

金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して申請しなけ

ればならない。 

３ 第１項の申請は、第５条第４項の規定により認定の通知を受けた日の翌日から起算して１年以内に

しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（補助金の交付決定） 

第１０条 町長は、前条第１項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可

否を決定し、適当と認め、交付すべき補助金額を確定したときは補助金交付決定兼補助金額確定通

知書により、適当でないと認めたときは所定の補助金交付却下通知書により当該申請をした補助事

業者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による審査において、前条第１項の申請の内容に不備があると認めるときは、

所定の補正指示書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。 



３ 補助事業者は、前項の通知があったときは、原則として当該通知を発した日の翌日から起算して６

０日以内にその内容を補正しなければならない。 

４ 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。 

（交付申請の取下げ） 

第１１条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようと

するときは、当該交付決定の通知を受けた日から２週間以内に、その旨を所定の補助金交付申請取

下届出書により町長に届け出るものとする。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったもの

とみなす。 

（補助金の交付請求及び交付） 

第１２条 補助事業者は、第１０条第１項の規定により補助金の交付決定及び補助金額の確定の通知を

受けたときは、補助金交付請求書（第４号様式）により町長に補助金の交付を請求するものとする。 

２ 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を

交付するものとする。 

（代理受領） 

第１３条 補助事業者は、第４条に規定する補助事業のそれぞれの事業区分について、前条第１項の規

定による補助金の交付の請求及び当該補助金の受領を、各補助事業のそれぞれを行った者に委任す

る方法（以下「代理受領」とする。）により行うことができる。ただし、補助事業者が、当該事業

区分に係る補助事業の総事業費のうち自己の負担に係る金額を超える額を、各補助事業のそれぞれ

を行った者に対して支払っている場合は、当該事業区分に係る補助金について代理受領できないも

のとする。 

２ 代理受領により補助金の交付を受けようとする者は、第１０条第１項の規定による補助金額の確定

後に、補助金交付請求書（代理受領）（第５号様式）に請求及び受領に関する委任状（第５号様式

の２）を添えて町長に補助金の交付を請求するものとする。 

３ 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求

を行った者に補助金を交付するものとする。 

４ 前項の規定による交付があったときは、補助事業者に対し補助金の交付があったものとみなす。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１４条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 



(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 規則第４条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。 

(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。 

(5) 補助事業を廃止したとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱

に基づく命令に違反したとき。 

２ 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、所定の補助金交付決定取消通知書により補助事業

者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１５条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該

取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなけ

ればならない。 

２ 第６条第３項ただし書の規定により認定申請をした補助事業者は、第９条第１項の申請の後に、当

該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額（第９条第２項の規定により減

額して申請した場合は、減額した金額を超える金額）を速やかに所定の消費税仕入控除税額等報告

書により町長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。 

（調査等） 

第１６条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、

書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは検査をすることができる。 

２ 町長が前項の規定による検査のうち現場検査を行うときは、補助事業者は、既存木造住宅にあって

は耐震改修計画作成を行った耐震診断士又は耐震改修工事の現場確認等を行った耐震診断士、既存

非木造住宅にあっては耐震改修計画作成を行った構造一級建築士等又は耐震改修工事の現場確認等

を行った一級建築士若しくは二級建築士を当該現場検査に立ち会わせなければならない。 

（整備保管） 

第１７条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した

日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

（情報の開示） 

第１８条 補助事業又は補助対象者に関して、大月町情報公開条例（平成１４年大月町条例第１６号）

に基づく開示請求があった場合は、同条例の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示



するものとする。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。附則 

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この要綱の制定に伴い、大月町住宅耐震改修費等補助金交付要綱（平成２４年４月１日制定）（以

下「旧住宅耐震要綱」という。）、大月町老朽住宅等除去事業補助金交付要綱（平成２６年４月１

日制定）（以下「旧老朽住宅等除去要綱」という。）、大月町ブロック塀等安全対策事業費補助金

交付要綱（平成２６年４月１日制定）（以下「旧ブロック塀等要綱」という。）、大月町家具転倒

防止器具取付支援事業実施要綱（平成２９年７月３日制定）（以下「旧家具転要綱」という。）は

廃止する。 

３ この要綱の施行の日以前の予算に係る事業については、旧住宅耐震要綱、旧老朽住宅等除去要綱、

旧ブロック塀等要綱、旧家具転要綱の規定を適用するものとする。 

４ 旧住宅耐震要綱に基づき実施された改修設計の結果は、引き続きこの要綱に定める耐震改修計画と

みなす。 

附 則（令和７年４月１日訓令第４２号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の大月町住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱の規

定に基づき事業の認定を受けた者に係る補助金については、なお従前による。 

３ 改正前の要綱の規定による様式は、この要綱による改正後の大月町住宅耐震化促進事業費補助金交

付要綱の規定による様式にかかわらず、当分の間、なお修正して使用することができる。 

附 則（令和８年４月１日訓令第３７号） 

(施行期日) 

第１条 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

第２条 改正前の大月町住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定

に基づき事業の認定を受けた者に係る補助金については、なお従前による。 

第３条 改正前の要綱の規定による様式は、この訓令による改正後の大月町住宅耐震化促進事業費補助



金交付要綱の規定による様式にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。 

別表第１（第３条関係） 

補助事業名 木造耐震改修設計補助事業 木造住宅耐震改修費補助事業 

補助対象経費 

既存木造住宅（注１）の所有者等が登

録設計事務所に依頼して行う木造住宅

耐震改修設計に要する経費（高知県住

宅・建築物耐震改修支援機関の審査又

は同等の審査を受ける経費を含む） 

既存木造住宅（注１）の所有者等が、登

録工務店に依頼して行う当該住宅の耐震

改修に要する経費（高知県住宅・建築物

耐震改修支援機関の検査又は同等の検査

を受ける経費を含む） 

補助要件 

次に掲げる事項のすべてに該当するもの 

①耐震診断士が設計するもの 

①住宅の所有者が選任した耐震診断士が

耐震改修工事の現場確認等を実施するも

の 

②大月町木造住宅耐震診断調査事業実施要綱に基づき、耐震診断をおこなった結

果、上部構造評点のうち最小の値（以下「評点」という。）が１．０未満と診断

された住宅又は耐震診断士が精密診断法により診断した結果、評点が１．０未満

と診断された住宅に係るもの 

③耐震診断士が認定ソフトの精密診断

法により診断し、改修後の評点が１．

０以上となるもの又は町長が別に認め

たもの。 

③次のいずれかに該当するもの。 

ａ．標準型 

認定ソフトの精密診断法により診断し、

改修後の評点が１．０以上となるもの。 

ｂ．特殊型 

ａ．と同等以上の耐震性があると町長が

認めたもの。 

④原則として、引き続き当該事業によ

り作成される耐震改修計画に基づき耐

震改修工事を行うものであること。 

補助限度額 

３５０，０００円／戸 １，０００，０００円／戸 

補助対象経費が補助限度額に満たない場合は、その額とする。 



備考 （注１）店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗部分の床面積が、延床面積の２分の１

未満であること。 

別表第２（第３条関係） 

補助事業名 
非木造住宅耐震診断費補

助事業 

非木造住宅耐震改修設計

費補助事業 

非木造住宅耐震改修費補

助事業 

補助対象経

費 

既存非木造住宅（注１）

の所有者等が建築士事務

所に依頼して行う耐震診

断及び耐震改修工事の概

算見積作成に要する経費

（高知県住宅・建築物耐

震改修支援機関の審査又

は同等の審査を受ける経

費を含む） 

既存非木造住宅（注１）

の所有者等が建築士事務

所に依頼して行う耐震改

修設計に要する経費（高

知県住宅・建築物耐震改

修支援機関の審査又は同

等の審査を受ける経費を

含む） 

既存非木造住宅（注１）

の所有者等が建設業者に

依頼して行う当該住宅の

耐震改修に要する経費

（高知県住宅・建築物耐

震改修支援機関の検査又

は同等の検査を受ける経

費を含む） 

補助要件 

次に掲げる事項のすべてに該当するもの 

①診断する住宅が、第２

条第３号 

に規定する既存非木造住

宅に該当するもの 

①一級建築士又は二級建

築士が設計するもの 

①一級建築士又は二級建

築士が耐震改修工事の現

場確認等を実施するもの 

②一級建築士又は二級建

築士により実施するもの 

②非木造住宅耐震診断費補助事業、高知県建築物耐震

対策緊急促進事業費補助金交付要綱第３条第１項第１

号の規定に基づく耐震診断費補助事業、一級建築士又

は二級建築士による診断の結果「倒壊し、又は崩壊す

る危険性がある」とされた住宅に係るもの 

③構造耐力上独立した１

棟を単位として、建築物

③耐震改修計画について

一級建築士又は二級建築

③耐震改修工事について

一級建築士又は二級建築



の耐震改修の促進に関す

る法律（平成７年法律第

１２３号）に基づく基本

指針に定めらた「既存鉄

骨造建築物の耐震診断

針」、「既存鉄筋コンク

リート造建築物の耐震診

断基準」、「既存鉄骨鉄

筋コンクリート造建築物

耐震診断基準」の第２次

診断法若しくは第３次診

断法又は「既存プレキャ

スト鉄筋コンクリート造

建築物の耐震診断指針」

で行う、構造耐力上主要

な部分の地震に対する安

全性の評価を行うもの。 

士により「安全性」が確

認されたもの 

士により「安全性」が確

認されたもの 

④当該設計により改修工

事を行うもの。ただし、

やむを得ない事情がある

場合はこの限りでない。 

対象となる既存非木造住宅に、明らかな法令違反がな

いこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是

正する場合を除く。 

補助限度額 ８４，７００円／戸 

３５０，０００円／戸 
１，０００，０００円／

戸 

補助対象経費が補助限度額に満たない場合は、その額

とする。補助金の額に１，０００円未満の端数を生じ

た場合は、これを切り捨てる。 

備考 （注）店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗部分の床面積が、延床面積２分の１未満

であること 

別表第３（第３条関係） 

補助事業名 コンクリートブロック塀安全対策事業 

補助対象経費 危険性の高い既存コンクリートブロック塀等（注）を、所有者が登録工務店、建



設業者（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可を受けて建

設業を営む者に限る。）又は、解体工事業者（建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１条第１項の登録を受けて解体

工事業を営む者に限る。）に依頼して行う当該塀の撤去及びそれに代わる安全な

塀等の設置に要する経費 

安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離

して算定し補助対象経費から除外する 

補助要件 

地域防災計画（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１０号）

に位置付けられた緊急輸送道路若しくは避難路、耐震改修促進計画（建築物の耐

震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第５条第１項及び第６条

第１項）に位置付けられた避難路に位置する危険性が高いコンクリートブロック

塀等の安全対策を行うもの 

補助限度額 

２０５，０００円／件 

補助対象経費が補助限度額に満たない場合は、その額とする。 

補助金の額に１，０００円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 

備考 （注）「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは以下のいずれかをいい、国、地

方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。①補強コンクリートブロック塀及び鉄筋コン

クリート塀においては別添点検表１（ただし、鉄筋コンクリート塀にあっては、点検項目５～７

を適用する。）に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの②組積造の塀においては

別添点検表２に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの 

別表第４（第３条関係） 

補助事業名 老朽住宅等除却事業 

補助対象経費 

老朽住宅等（注）を、所有者が建設業者（建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者に限る。）若しくは、解体工事

業者（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４

号）第２１条第１項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。）に依頼して行



う当該住宅等の除却に要する経費 

補助対象要件 

地域防災計画（災害対策基本法第２条第１０号）に位置付けられた緊急輸送道路

若しくは避難路、耐震改修促進計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平

成７年法律第１２３号）第５条第１項及び第６条第１項）に位置付けられた避難

路又は市町村が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する老

朽化した住宅等又は住宅などが立ち並ぶ地域に位置する老朽化した住宅等の除却

を行うもの 

補助率 

木造については除去工事費（見積額）又は３６，０００円×延床面積（㎡）のい

ずれか少ない金額の５分の４以内非木造については除去工事費（見積額）又は５

１，０００円×延床面積（㎡）のいずれか少ない金額の５分の４以内 

補助限度額：１，６４５，０００円／件 

補助金の額に１，０００円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 

備考 （注）「老朽住宅等」とは昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅等で、かつ現に使用

されていない住宅等であり、以下の①～③いずれかをみたすものとし、国、地方公共団体その他

公の機関が所有するものを除く。また、併用住宅の場合は居宅部分の床面積が２分の１以上のも

のとする。①木造等においては別添測定基準表１の評点の合計が１００点以上のもの②鉄筋コン

クリート造においては別添測定基準表２の評点の合計が１００点以上のもの③コンクリートブロ

ック造等においては別添測定基準表３の評点の合計が１００点以上のもの 

別表第５（第３条関係） 

補助事業名 家具等安全対策支援事業 

補助対象経費 

住宅の所有者等が家具転倒防止器具取付登録事業者に依頼して行う家具等の転倒

防止、収納物の落下等防止、ガラスの飛散防止、及び感震ブレーカーの設置に要

する経費 

安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離

して算定し補助対象経費から除外する。 



補助要件 

ガラスの飛散防止については、次に掲げる事項の全てに該当するもの。 

・既存ガラスの種別が、合わせガラス等の飛散の恐れのないものではない。 

・飛散防止対策として施工する「飛散防止フィルム」は、ＪＩＳＡ５７５９のガ

ラス飛散防止性能（記号Ａ、記号Ｂ）を満足するものである。 

感震ブレーカーの設置については、次に掲げる事項の全てに該当するもの。 

・感震ブレーカーとは、地震により感震センサーが揺れを感知し、又はおもりの

落下によりブレーカーを落として電力供給を遮断する等、地震時、もしくは地震

後の通電による電気火災の抑止のため有効に作動する機器をいい、それを内蔵す

る機器も含む。 

・感震ブレーカーを地震時の電気火災の抑止のため有効に作動するよう設置を行

うもの。 

補助限度額 

１４，０００円／件 

補助対象経費が補助限度額に満たない場合は、その額とする。 

補助金の額に１，０００円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 



第１号様式（第５条関係） 
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第４号様式（第１２条関係） 
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測定基準表３ 
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